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機械器具 65 歯科用充填器 

一般医療機器  歯科用注入器具  70718000 

再使用禁止 
ダイアガン ディスポーザブル ガンチップ  

 

【禁忌・禁止】  

＜使用方法＞ 

• 加熱された本品に術者、患者が直接触れないこと。[や

けどの恐れがある] 

• 再使用禁止。 

 

【形状・構造及び原理等】 

［形状］ 

本品には、サイズの違いにより異なる 2 つの規格がある。 

［種類］ 

種類 23G 25G 

先端径 0.60mm 0.50mm 

［体に接触する部分の主な組成］ 

銀合金 

［原理］ 

本品は歯科根管材料電気加熱注入器に接続し、加熱により軟

化した歯科用根管材料を根管に注入する。 

 

【使用目的又は効果】 

歯科材料を口腔内に注入するために用いる。 

 

【使用方法等】 

［使用方法］ 

(1) 本品をダイアガン（認証整理済）に装着する。  

(2) 加熱された本品を根管内に挿入する。 

(3) ダイアガンのトリガーをゆっくり引き、溶けたガッタパ

ーチャ オブチュレーター（医療機器認証番号：

224AKBZX00094000）をニードル部より根管に注入する。 

［使用方法等に関連する使用上の注意］ 

(1) ダイアガンに本品を装着する際は、必ずレンチを使用す

ること。また、ガッタパーチャ オブチュレーターが漏

れないように、しっかり装着すること。 

(2) 本品を曲げる際は、必ずレンチを使用すること。 

(3) 本品の装着時、使用時、曲げる際は、破損の原因となる

ため過度な応力をかけないこと。 

 

【使用上の注意】  

［重要な基本的注意］ 

(1) 本品の装着は必ずダイアガンの電源を入れる前に行うこ

と。［誤って温度が上昇した際にやけどの恐れがある］ 

(2) 使用後本品のダイアガンからの取り外しは、電源 OFF 後

最低 3 分経過するのを待ち、冷めてから行うこと。［やけ

どの恐れがある］ 

 

【保守・点検に係る事項】 

［滅菌］ 

(1) 使用前に必ず高圧蒸気滅菌を行うこと。 

推奨滅菌条件（日本薬局方による）：115～118℃ 30 分間 

                 121～124℃ 15 分間 

                 126～129℃ 10 分間 

(2) 135℃以上に加熱しないこと。 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者： 

電 話 番 号 ： 06-6380-2525 

外国製造業者： ダイアデントグループ・インターナショナル 

Diadent Group International 

国 名 ： 大韓民国 

［お問い合わせ先］ 

問合せ窓口： 株式会社モリタ お客様相談センター 

電 話 番 号 ： 0800-222-8020（無料） 

F a x 番 号 ： 0800-222-6480（無料） 

E - m a i l ： e-customer@morita.com 
 


